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地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程 

平成２４年４月１日 

規程第１１号 
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  第３節 昇任及び降任（第１０条・第１１条） 
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  第５節 休職及び復職（第１３条―第１７条） 

  第６節 退職及び解雇（第１８条―第２６条） 

 第３章 給与及び退職手当（第２７条・第２８条） 

 第４章 服務 

  第１節 服務規律（第２９条―第４２条） 

  第２節 出退勤（第４３条―第４６条） 

 第５章 勤務時間、休日及び休暇等（第４７条） 

 第６章 育児休業等（第４８条） 

 第７章 研修（第４９条） 

 第８章 賞罰（第５０条―第５６条） 

第９章 安全及び衛生（第５７条―第５９条） 

第１０章 業務による旅行（第６０条） 

第１１章 福利厚生（第６１条・第６２条） 

第１２章 災害補償（第６３条） 

第１３章 補足（第６４条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、労働基準法（昭和２２年法律
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第４９号。以下「労基法」という。）第８９条の規定に基づき、地方独立行政法人長

崎市立病院機構(以下「法人」という。)に勤務する職員の労働条件、服務規律その

他就業について、必要な事項を定めるものとする。 

 （適用範囲） 

第２条 この規程は、期間の定めなく、法人に常時勤務する職員（労働契約法（平成

１９年法律第１２８号）第１８条第１項に規定する期間の定めのない労働契約へ転

換した者を除く。以下「職員」という。）に適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、長崎市その他の団体から派遣された職員については、

法人と当該団体との取り決めにおいて別段の定めがある事項を除き、この規程を適

用する。 

（権限の委任） 

第３条 理事長は、この規則に定める権限の一部を職員に委任することができる。 

（規程等の遵守） 

第４条 法人及び職員は、誠意をもって法令及びこの規程並びに関係規程等を遵守し

なければならない。 

   第２章 人事 

    第１節 採用 

 （採用） 

第５条 職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。 

 （労働条件の明示） 

第６条 理事長は、職員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の事

項を記載した文書を交付するものとする。 

 ⑴ 労働契約の期間に関する事項 

 ⑵ 就業の場所及び従事する業務に関する事項 

 ⑶ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休

暇並びに勤務時間を２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関

する事項 

 ⑷ 給与（退職手当、臨時に支払われる給与、期末手当、勤勉手当その他これらに

準ずる給与を除く。）の決定、計算、支払の方法、給与の締切り及び支払の時期に
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関する事項 

 ⑸ 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

（提出書類） 

第７条 職員として採用された者は、次の各号に掲げる書類（採用される前に既に提

出している書類を除く。）を速やかに理事長に提出しなければならない。ただし、理

事長が必要ないと認めた場合は、その一部を省略することができる。 

 ⑴ 履歴書 

 ⑵ 学歴、職歴及び資格に関する証明書 

⑶ 住民票記載事項証明書 

 ⑷ 扶養親族等に関する書類 

 ⑸ 宣誓書 

 ⑹ その他法人において必要と認める書類 

２ 前項の規定により提出した書類の記載事項に異動があったときは、その都度速や

かに理事長に届け出なければならない。 

 （試用期間） 

第８条 理事長は、職員として採用された者には、採用の日から６か月間の試用期間

を設けるものとする。ただし、理事長が特に認める場合は、試用期間を短縮し、又

は設けないことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要があると認めるときは、試用期間の

開始後１年に達するまで試用期間を延長することができる。 

３ 前２項の試用期間は、勤続年数に通算するものとする。 

    第２節 評定 

 （勤務評定） 

第９条 理事長は、職員の勤務成績について、評定を実施するものとする。 

    第３節 昇任及び降任 

 （昇任） 

第１０条 職員の昇任は、選考により行うものとする。 

２ 前項の選考は、その職員の勤務成績その他の能力の評定に基づいて行うものとす

る。 
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（降任） 

第１１条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって必要と認め

るときは、その意に反してこれを降任（地方独立行政法人長崎市立病院機構職員定

年等に関する規程（令和７年地方独立行政法人長崎市立病院機構第１号。以下「定

年規程」という。）第８条の規定による降任を除く。以下同じ。）することができ

る。 

 ⑴ 勤務実績が良くないとき。 

 ⑵ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 ⑶ 前２号に規定するもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

 ⑷ 組織の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。 

２ 職員の意に反する降任処分は、その旨を記載した書面を、当該職員に交付して行  

なわなければならない。 

３ 第１項第２号に該当するものとして職員を降任する場合においては、医師の診断

に基づいて行うものとする。 

４ 理事長は、職員本人が希望し、必要があると認めるときは、当該職員を降任する

ことができる。 

   第４節 異動 

（異動） 

第１２条 理事長は、職員に対し、業務上の都合により配置換、兼務、出向又は派遣

（以下「異動」という。）を命ずることができる。 

２ 前項に規定する異動を命ぜられた職員は、正当な理由がない限りこれを拒むこと

ができない。 

    第５節 休職及び復職 

 （休職） 

第１３条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって必要と認めるときは、

その意に反してこれを休職にすることができる。 

 ⑴ 心身の故障のため、長期の休養を要するとき。 

 ⑵ 刑事事件に関し起訴されたとき。 

２ 職員が次の各号のいずれかに該当する場合であって、法人運営に支障がなく、か
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つ職員の職務能力の向上に資すると認めるとき、職員の申請にもとづき職員を休職に

する。 

 ⑴ 職員が通算７年を超えない期間、法人の労働組合の業務に専ら従事するとき。 

 ⑵ 職員が通算３年を超えない期間、学校、研究所その他これらに準ずる公共的施

設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、

研究又は指導に従事するとき。 

 ⑶ 職員が通算３年を超えない期間、大学等課程を履修するとき。 

 ⑷ 職員が通算３年を超えない期間、国際貢献活動（国際協力の促進に資する外国

における奉仕活動（当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の

準備行為を含む。）のうち職員として参加することが適当であると認められるも

の。）に参加するとき。 

３ 第８条に定める試用期間中の職員については、前２項の規定は適用しない。 

（休職の手続） 

第１４条 理事長は、職員を休職にする場合は、その旨を記載した書面を、当該職員

に交付して行わなければならない。 

２ 前条第１項第１号に該当するものとして職員を休職にする場合においては、法人

が指定する医師の診断に基づいて行うものとする。 

（休職の期間） 

第１５条 第１３条第１項第１号の規定に該当する場合における休職の期間は、職員

の休養を要する程度に応じ３年を超えない範囲内において、理事長が定める。 

２ 前項の規定により定めた休職の期間が３年に満たない場合は、その休職を発令し

た日から起算して引き続き３年を超えない範囲内において、これを更新することが

できる。 

３ 第１３条第１項第１号の規定より休職にされた職員が、再び勤務するに至った日

後１年以内に再度同号に規定する場合に該当して休職にされた場合における休職

の期間については、当該再度の休職の期間は、復職前の休職の期間に引き続いてい

るものとみなす。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でない

と認められる場合は、この限りでない。 

４ 第１３条第１項第２号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事
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件が裁判所に係属する間とする。 

５ 第１３条第２項第１号から第４号までの規定に該当する場合における休職の期

間は、当該各号に掲げる通算期間の範囲内で職員の申請に応じ定める。 

（休職の効果） 

第１６条 休職中の職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 

２ 休職中の職員は、休職の期間中、別に定めるものを除くほか、いかなる給与も支

給されない。 

（復職） 

第１７条 理事長は、第１５条各項の規定による休職の期間が満了したとき、又は休

職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を

させなければならない。ただし、第１３条第１項第１号の規定に該当し休職にされ

た職員を復職させる場合には、法人が指定する医師２名にあらかじめ診断を行わせ

なければならない。 

２ 職員を復職させる場合には、原則として休職前の職務に復帰させるものとする。

ただし、理事長が心身の状態その他の事情を考慮して、必要があると認めるときは、

他の職務に従事させることができる。 

   第６節 退職及び解雇 

（退職） 

第１８条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日を

もって退職するものとし、職員としての身分を失う。 

 ⑴ 自己都合による退職を申し出たとき 理事長が承認する日 

 ⑵ 定年に達したとき 定年に達した日以後における最初の３月３１日 

 ⑶ 理事長が別に定める退職の勧奨による退職を申し出たとき 理事長が承認す

る日 

 ⑷ 第１３条第１項に掲げる事由により休職をした者について、第１５条に定める

休職の期間を満了したにもかかわらず、なお休職事由が消滅していないとき 休

職期間の満了した日 

 ⑸ 死亡したとき 死亡日 

 ⑹ 法人の役員（職員を兼ねるものを除く。）に就任したとき 就任日の前日 
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（自己都合による退職手続） 

第１９条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも退職を予

定する日の２週間前までに、退職願を理事長に提出しなければならない。 

（退職勧奨） 

第１９条の２ 人事の都合により必要があるときは、退職を勧奨することができる。 

２ 退職勧奨を実施するときは、その制度の趣旨及び実施内容を文書により職員に周

知するものとする。 

 （退職の申出） 

第１９条の３ 職員が退職勧奨を受けて退職しようとする場合には、前条第２項の文

書に定める所定の日までに所属長を経て、退職願（第１号様式）を提出しなければ

ならない。 

 （退職の承認） 

第１９条の４ 前条の申出を受理し、承認したときは、当該職員に対し退職承認書（第

２号様式）を交付するものとする。 

 （退職勧奨を受ける職員等） 

第１９条の５ 退職勧奨を受ける職員は、次の各号に掲げる退職勧奨の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める者とする。 

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図るために実施する退職勧奨 ２０年以上勤続

して退職する者であって、定年に達する日の属する年度の初日前までに退職する

もの 

(2) 組織の改廃等を円滑に行うために実施する退職勧奨 理事長が人事管理上特

に退職を勧奨する必要があると認める者であって、定年に達する日の属する年度

の初日前までに退職するもの 

２ 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、退職勧奨の記録

（第３号様式）が作成されたものでなければならない。 

３ 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から５年間保管しなければならない。 

（定年） 

第２０条 職員の定年に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

（定年による退職の特例） 
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第２１条 ［削除］ 

（再任用） 

第２２条 ［削除］ 

（解雇） 

第２３条 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇するもの

とする。 

 ⑴ 成年被後見人又は被保佐人となったとき。 

 ⑵ 禁こ以上の刑に処せられたとき。 

 ⑶ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入したとき。 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、理事長は、業務遂行中の過失による事故により

禁こ以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員については、情状により

解雇しないものとすることができる。ただし、その刑の執行猶予を取り消されたと

きは、その取り消しの日に解雇するものとする。 

３ 理事長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員を解雇するこ

とができる。 

 ⑴ 勤務実績が良くないとき。 

 ⑵ 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 ⑶ 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

 ⑷ 組織の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたとき。 

 ⑸ 第８条の規定による試用期間中又は試用期間満了時において、職員として不適

格と認めたとき。 

 ⑹ 第５２条第１項第４号に規定する懲戒解雇に該当する事実があると認められ

るとき。 

 ⑺ 天災その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となったとき。 

 ⑻ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があると認めたとき。 

４ 理事長は、職員の意に反する解雇処分をしたときは、その旨を記載した書面を、

当該職員に交付しなければならない。 

５ 第３項第２号に該当するものとして職員を解雇する場合においては、医師の診断
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に基づいて行うものとする。 

（解雇予告） 

第２４条 職員を解雇する場合は、少なくとも３０日前までに本人にその予告をする

か、又は平均賃金の３０日分を支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

⑴  第５２条第１項第４号に規定する懲戒解雇の場合で、所轄労働基準監督署長の

認定を受けたとき。 

 ⑵ 天災その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合で、

所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。 

 ⑶ 試用期間中の職員（１４日を超えて引き続き雇用されるに至った者を除く。）

を解雇するとき。 

２ 前項の規定による解雇予告の日数は、１日 

について平均賃金を支払った場合においては、当該支払った日数分を短縮することが

できる。 

（退職時の責務） 

第２５条 退職し、又は解雇された者（以下「退職者等」という。）は、身分証明書そ

の他職員に交付されていた証明書等、業務に関して入手した資料及び法人から貸与

された物品その他保管していた物品があるときは、速やかに理事長に返還しなけれ

ばならない。 

２ 退職者等が法人に対して債務を有する場合には、退職時にその全額を弁済しなけ

ればならない。 

（退職証明書等の交付） 

第２６条 理事長は、退職者等が、労基法第２２条に定める証明書の交付を請求した

ときは、遅滞なくこれを交付するものとする。 

２ 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。 

⑴ 雇用期間 

⑵ 業務の種類 

⑶ その事業における地位 

⑷ 給与 
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⑸ 退職の事由（解雇の場合はその理由） 

３ 第１項の証明書には、前項に掲げる事項のうち、退職者等が請求しない事項を記

入してはならない。 

  第３章 給与及び退職手当 

（給与） 

第２７条 職員の給与については、地方独立行政法人長崎市立病院機構職員給与規程

（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第３３号）で定める。 

２ 前項に定めるもののほか、臨時の給与の支給について必要な事項は、理事長が別

に定める。 

（退職手当） 

第２８条 職員の退職手当については、地方独立行政法人長崎市立病院機構職員退職

手当規程（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第４６号）で定める。 

  第４章 服務 

   第１節 服務規律 

（服務の原則） 

第２９条 職員は、法人の業務の公共性を自覚し、業務を適正かつ効率的に遂行する

とともに、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 

（服務心得） 

第３０条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令その他法人の規程等に従い、

かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第３１条 職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名

誉となるような行為をしてはならない。 

（秘密を守る義務） 

第３２条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。 

２ 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合に

おいては、あらかじめその期日及び出頭先を理事長に届け出て出頭し、その用務が

終了したときは、直ちにその旨を報告しなければならない。 
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（職務に専念する義務） 

第３３条 職員は、法令及びこの規程並びに関係規程等に定めるものを除くほか、そ

の勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、法人がなす

べき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 

（職務に専念する義務の免除） 

第３４条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ理事長の承

認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。 

 ⑴ 職員としての研修を受けるとき。 

 ⑵ 職員の厚生に関する計画の実施に参加するとき。 

 ⑶ 前 2 号に規定するものを除くほか、理事長が別に定めるとき。 

（兼業制限） 

第３５条 職員は、理事長の許可を受けなければ、法人の職務以外の他の業務に従事

し、又は自ら営利企業を営んではならない。 

（敷地又は施設内における遵守事項） 

第３６条 職員は、法人の敷地又は施設内において、次の行為をしてはならない。 

 ⑴ 政治活動及び宗教活動 

 ⑵ 許可なく、業務外の集会、演説、文書の配布、掲示等を行うこと。 

 ⑶ 許可なく、営利を目的とする金品の貸借及び物品の売買を行うこと。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、法人の秩序・風紀を乱し、又はそのおそれを発生

させる行為 

（倫理） 

第３７条 職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。 

２ 職員の倫理については、地方独立行政法人長崎市立病院機構職員倫理規程（平成

２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第２６号）で定める。 

（ハラスメントの防止等） 

第３８条 職員は、セクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメント等をしないよ

う、自らの発言や行動に十分注意しなければならない。 

（名札及びき章の着用） 

第３９条 職員に別図１に定める名札（以下「名札」という。）及び別図２に定める
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き章（以下「き章」という。）を交付する。 

２ 名札及びき章の交付を受けた職員は、退職その他の事由により不要になったとき

は、返納しなければならない。 

３ 職員は、法人の施設内において職務に従事するときは、常に所定の名札を、見や

すい箇所に着用しなければならない。ただし、理事長が名札の着用を要しないと認

めるときは、この限りでない。 

４ 職員は、職務に従事するときは、常にき章を折えりの洋服にあっては、左えり

の見返し飾穴に、その他にあっては、左胸の見やすい箇所に着用しなければならな

い。ただし、貸与された被服を着用したとき又はき章の着用を要しないと認めると

きは、この限りでない。 

５ 名札若しくはき章を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその理由を届け出て、

再交付を受けなければならない。この場合において、やむを得ない理由があると認

められるときを除き、その実費を負担しなければならない。 

（被服の着用） 

第４０条 職務に従事するときは、別に定めるところにより貸与を受けた被服を必ず

着用しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、所属長の許可

を受けて被服を着用しないことができる。 

（業務引継） 

第４１条 職員は、退職又は休職を命ぜられたときは速やかに、異動を命ぜられたと

きは着任の前日までに、後任者又は所属長の指定する職員に業務を引き継ぎ、その

てん末を連署をもって理事長に報告しなければならない。ただし、理事長の承認を

受けた場合は口頭で報告することができる。 

２ 出張、休暇その他の理由により担任業務を処理することができないときは、所属

長の承認を得て、他の職員に引き継がなければならない。 

（法人車の運転） 

第４２条 法人車を運転するときは、事前に所属長の承認を受けなければならない。 

    第２節 出退勤 

（出退勤の記録） 

第４３条 職員は、出勤したとき及び退勤しようとするときは、別に定める所定の方
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法により、自ら出勤及び退勤を記録しなければならない。 

（遅参） 

第４４条 職員は、出勤すべき時刻後に出勤したときは、別に定める所定の方法によ

り、理事長に届け出なければならない。 

（欠勤） 

第４５条 職員は、事故により欠勤しようとするときは、出勤すべき時刻までに別に

定める所定の方法により、理事長に届け出なければならない。ただし、やむを得な

い理由によりあらかじめ理事長に届け出ることができないときは、事後速やかに届

出をしなければならない。 

（外出等） 

第４６条 勤務時間中外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならな

い。 

２ 負傷、病気その他のため勤務時間中早退しようとするときは、別に定める所定の

方法により、その理由を理事長に届け出なければならない。 

   第５章 勤務時間、休日及び休暇等 

（勤務時間、休日及び休暇等） 

第４７条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、地方独立行政法人長崎市立病

院機構職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程（平成２４年地方独立行政法人

長崎市立病院機構規程第１６号）で定める。 

  第６章 育児休業等 

（育児休業等） 

第４８条 職員は、地方独立行政法人長崎市立病院機構職員の育児休業等に関する規

程（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第２０号）の定めるところ

により、育児休業、育児短時間勤務及び部分休業をすることができる。 

第７章 研修 

（研修） 

第４９条 職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加

することを命ぜられたときは、研修を受けなければならない。 

２ 職員は、本務に支障のない場合において、理事長の承認を受けて、勤務場所を離
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れて研修を行うことができる。 

３ 理事長は、職員の研修機会の提供に努めるものとする。 

   第８章 賞罰 

（表彰） 

第５０条 職員の表彰については、地方独立行政法人長崎市立病院機構職員表彰規程

（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第２９号）で定める。 

（懲戒の事由） 

第５１条 理事長は、職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これ

に対し懲戒処分を行うことができる。 

⑴ 法令及びこの規程、並びに法人の定める諸規程等に違反したとき。 

⑵ 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

⑶ 法人の職員たるにふさわしくない非行のあったとき。 

⑷ 故意又は重大な過失により法人に損害を与えたとき。 

⑸ 重大な経歴詐称を行ったとき。 

⑹ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。 

２ 職員が、理事長の要請に応じ地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方

公務員、国家公務員その他その業務が法人の事業と密接な関連を有する団体の職員

（以下この項において「地方公務員等」という。）となるため退職し、引き続き地

方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用さ

れた場合（一の地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の地方公務員等と

して在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。）

において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間（当該退職前に同様の退

職（以下この項において「先の退職」という。）、地方公務員等としての在職及び職

員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期

間を含む。）中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し次条第１項各

号に規定する懲戒処分を行うことができる。 

（懲戒の種類及び量定） 

第５２条 懲戒の種類、内容及び効果は、次のとおりとする。 

種類 内容 効果 
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⑴戒告 職員にその責任を確認させ、将来に
わたり戒める処分 

次期昇給一部中止 
勤勉手当成績率の減 

⑵ 減給 1回の額が平均賃金の 1日分の半額
を超えず、総額が１賃金支払期にお
ける賃金の総額の１０分の１を超
えない額を上限として給料を減ず
る処分 

次期昇給中止 
勤勉手当成績率の減 

⑶停職 １日以上６月以下の期間職務に従
事させず、その間はいかなる給与も
支給しない処分 

次期昇給中止 
期末手当の在職期間の減並びに勤勉
手当の勤務期間及び成績率の減 
退職手当の減額 
地方公務員等共済組合法（昭和３７
年法律第１５２号）に基づく年金の
一部支給停止 

⑷解雇 職員としての身分を失わせる処分 退職手当の不支給 
地方公務員等共済組合法（昭和３７
年法律第１５２号）に基づく年金の
一部支給停止 

（懲戒の手続き） 

第５３条 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければな

らない。 

（訓告等） 

第５４条 理事長は、第５２条に規定する懲戒処分に該当しない場合であっても、服

務を厳正にし、規律を保持する必要があるときは、訓告、厳重注意又は口頭注意（以

下「訓告等」という。）を行うことができるものとする。 

（その他） 

第５５条 前４条に規定するもののほか、懲戒処分又は訓告等の実施に関し必要な事

項は、地方独立行政法人長崎市立病院機構職員懲戒規程（平成２４年地方独立行政

法人長崎市立病院機構規程第２５号）で定める。 

（損害賠償） 

第５６条 理事長は、職員が故意又は重大な過失により法人に損害を与えたときは、

懲戒処分又は訓告等とは別に、その損害の全部又は一部を賠償させることができる。 

   第９章 安全及び衛生 

（安全衛生管理） 

第５７条 理事長は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号。以下「労安衛法」

という。）及びその他関係法令に基づき、職場における職員の安全の確保及び健康
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の保持増進のために必要な措置を講ずるものとする。 

（職員の責務） 

第５８条 職員は、安全の確保及び健康の保持増進について、労安衛法及びその他関

係法令を遵守するほか、上司の指示を守るとともに、理事長が行う安全衛生に関す

る措置に協力するよう努めなければならない。 

（その他） 

第５９条 この章に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、地

方独立行政法人長崎市立病院機構職員安全衛生管理規程（平成２４年地方独立行政

法人長崎市立病院機構規程第２７号）で定める。 

   第１０章 業務による旅行 

（業務による旅行） 

第６０条 職員が業務のために旅行する場合は、旅費を支給するものとする。 

２ 当該旅行及び旅費に関し必要な事項は、地方独立行政法人長崎市立病院機構旅費

規程（平成２４年地方独立行政法人長崎市立病院機構規程第４９号）で定める。 

第１１章 福利厚生 

（共済） 

第６１条 職員の共済は、地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）の

定めるところによる。 

（職員互助会） 

第６２条 職員は、長崎市職員互助会に加入するものとする。 

第１２章 災害補償 

（災害補償） 

第６３条 職員の職務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、地方公

務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところによる。 

第１３章 補足 

（委任） 

第６４条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、別に定め

る。 

    附 則 
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 （施行期日） 

１ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

 （発令等の承継） 

２ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第５９条第２項の規定により

法人の職員となった者（以下「引継職員」という。）に対し、この規程の施行日（以

下「施行日」という。）前に地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）、長崎市の

条例その他の関係法令等によりなされた発令、承認、処分その他の行為は、この規

程の相当規定によってなされたものとみなす。 

３ 施行日前に引継職員が行った行為が、第５１条第１項各号に該当するときは、施

行日後に法人の職員として行った行為とみなし、第５２条から第５６条までの規定

を適用する。 

附 則（平成２６年３月２８日規程第２３号） 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２９年６月２日規程第１８号） 

 この規程は、平成２９年６月２日から施行し、改正後の地方独立行政法人長崎市立 

病院機構職員就業規程の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則（平成３０年４月２７日規程第２３号） 

 この規程は、平成３０年４月２７日から施行し、平成３０年４月１日から適用す 

る。 

附 則（令和３年１１月２５日規程第１４号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和３年１２月１５日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程の規定は、この規程の

施行の日以後にする行為について適用し、同日前にした行為については、なお従前

の例による。 

附 則（令和４年３月１日規程第２号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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附 則（令和５年３月１５日規程第１０号） 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年９月３０日規程第３０号） 

この規程は、令和６年１０月１日から施行する。 

附 則（令和６年１２月４日規程第３５号） 

（施行期日） 

１ この規程は、令和７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程に定める別図１によ

る用紙は、当分の間、所要の整備をして使用することができる。 

附 則（令和７年１月１０日規程第３号） 

 この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年１２月２６日規程第３４号） 

 この規程は、公布の日から施行する。 
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第１号様式（第１９条の３関係） 

 

 

退   職   願 

 

 

   年   月   日 

 

地方独立行政法人長崎市立病院機構理事長 様 

 

 

所   属 

職   名 

氏   名               ㊞ 

生年月日    年   月   日生 

 

 

このたび地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程第１９条の２の規定に基

づき、次のとおり退職したいので、承認くださるようお願いします。 

 

 

 

 

      退職希望年月日        年   月   日 

  



（地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程） 
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第２号様式（第１９条の４関係） 

 

退 職 承 認 書 

 

年  月  日 

 

                 

               様 

 

 

地方独立行政法人長崎市立病院機構 

理事長              印 

 

 

地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程第１９条の２の規定に基づき、次の

とおり退職を承認します。 

 

 

 

 

      退職年月日             年   月   日 

  



（地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程） 
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第３号様式（第１９条の５関係） 

 

退職勧奨の記録 

氏  名 

（フリガナ） 

生年月日 
年  月  日 

 （  歳） 

職員番号  採用年月日 年  月  日 

所  属  退職年月日 年  月  日 

給料月額 
            円 勤続期間           年 

級  号給 退職願受理日 年  月  日 

 

 

 

 

退職勧奨

の記録 

 

参考事項 
 

作成者 職 名  氏 名           ㊞ 

 

  



（地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程） 
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別図１（第３９条関係） 

名札 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 台地は、透明プラスチック製とし、寸法は、縦55ミリメートル、横91ミリメート

ルとする。 

⑵ 台紙には、所属名、職種名、職名及び職員の姓を黒色で表示する。 

⑶ 所属名、職種名、職名及び職員の姓の間の線の色は、次のとおりとする。 

(ｱ) 医師―青 

(ｲ) 助産師、看護師、准看護師及び看護部に所属する補助員―赤 

(ｳ) 医療技術職及び医療技術職で構成される所属の補助員―黄 

(ｴ) 前各号以外の職員及びその他補助員―緑 

⑷ 台紙には、⑵に定める項目のほか、必要と認める項目を表示することができるも

のとする。 

  



（地方独立行政法人長崎市立病院機構職員就業規程） 
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別図２（第３９条関係） 

    き章 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 台地は、銅合板製とする。 

⑵ 施設名は、白色とする。 

13 ミリメートル 


